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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収性物品であって、前記吸収性物品が失禁保護材、生理用ナプキン、パンティライナ
ー、テープ留め具式おむつ、パンツ式おむつ、またはベルト付きおむつなどの個人用衛生
用品であり、液体浸透性のトップシートと、液体不浸透性のバックシートと、前記トップ
シートと前記バックシートとの間に封入された吸収性コアと、前記トップシートと前記バ
ックシートとの間に配置された流体流れ制御部材と、を備え、前記流体流れ制御部材が、
繊維の三次元網状組織を備える不織布材でできており、前記繊維が、３８８～５６４μｍ
の厚さを有し、前記不織布材が、５ｋＰａにおいて最大１８％のひずみを有することを特
徴とする、吸収性物品。
【請求項２】
　前記不織布材が、１５ｋＰａにおいて最大４５％のひずみを有する、請求項１に記載の
吸収性物品。
【請求項３】
　前記不織布材が、実質的に連続する繊維を備える、請求項１又は２に記載の吸収性物品
。
【請求項４】
　前記不織布材の前記繊維が、熱可塑性繊維である、請求項１から３のいずれか一項に記
載の吸収性物品。
【請求項５】
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　前記不織布材が、４９９～６７３ｇ／ｍ２の基本重量を有する、請求項１から４のいず
れか一項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記不織布材が、４９９ｇ／ｍ２の基本重量を有する、請求項１から４のいずれか一項
に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記流体流れ制御部材が、０．２ｋＰａにおいて６．１～７．７ｍｍの厚さを有する、
請求項１から６のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記流体流れ制御部材が、０．２ｋＰａにおいて７．７ｍｍの厚さを有する、請求項１
から６のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記流体流れ制御部材が、１５ｋＰａにおいて４．２６～５．８５ｍｍの厚さを有する
、請求項１から６のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記流体流れ制御部材が、０．２ｋＰａにおいて０．０６～０．１０ｇ／ｃｍ３の密度
を有する、請求項１から９のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１１】
　前記流体流れ制御部材が、０．２ｋＰａにおいて０．０６ｇ／ｃｍ３の密度を有する、
請求項１から９のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１２】
　前記流体流れ制御部材が、前記トップシートと前記吸収性コアとの間に位置する、請求
項１から１１のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１３】
　前記吸収性コアが、第１の吸収性コアの層と、第２の吸収性コアの層と、を備え、かつ
前記流体流れ制御部材が、前記第１の吸収性コアの層と第２の吸収性コアの層との間に位
置する、請求項１から１２のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１４】
　前記第１の吸収性コアの層が、前記トップシートと前記第２の吸収性コアの層との間に
配置され、前記第１の吸収性コアの層が、前記層を貫通するように延在する開口を有する
、請求項１３に記載の吸収性物品。
【請求項１５】
　前記流体流れ制御部材が、単一の不織布材の層で構成された、請求項１から１４のいず
れか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１６】
　前記流体流れ制御部材には、実質的に吸収繊維および超吸収材がない、請求項１から１
５のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【請求項１７】
　前記流体流れ制御部材が、支持キャリア層を含む、請求項１から１６のいずれか一項に
記載の吸収性物品。
【請求項１８】
　前記支持キャリア層が、不織布材またはフィルム材でできている、請求項１７に記載の
吸収性物品。
【請求項１９】
　前記流体流れ制御部材は、繊維が交差する、接着およびランダムに破断された接着ポイ
ントを有する不織布材で作製された、請求項１から１８のいずれか一項に記載の吸収性物
品。
【請求項２０】
　材料が、１ｃｍ３当たり少なくとも１、２、または３つの破断された接着ポイントを備
える、請求項１９に記載の吸収性物品。
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【請求項２１】
　前記流体流れ制御部材は、繊維が交差するポイントで繊維が接着された不織布材で作製
された、請求項１から１８のいずれか一項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体流れ制御部材を備えた改良型吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　衛生目的の吸収性物品は一般的に、尿や血液などの体液を吸収することが意図されてい
る。ユーザは、このような物品に高い要求を注ぎ、このような物品に、薄くて快適である
ことと同時に、体液を効果的に吸収することを求めている。
【０００３】
　生理用ナプキン、おむつ、失禁ガードなどの吸収性物品は一般的には、使用中、着用者
に面するように意図された液体透過性のトップシートと、液体不透過性のバックシートと
、トップシートとバックシートとの間の吸収性構造体と、を含む。一般的に用いられる吸
収性構造体は、比較的薄く、しかも圧縮されており、多くの量のいわゆる超吸収材を含む
場合が多く、これは、高い吸収力を有するが、多くの場合、数秒間の排尿時に排出され得
る多量の液体を瞬間的に吸収することを可能にするには吸収速度が遅すぎる。したがって
、多量の液体を迅速に受ける能力を有するため、液体補足層が一般的に採用されることに
より、多量の液体を、分散させるとともに、多量の液体が吸収性構造体により吸収される
まで、一時的に蓄積する。液体補足層を備える吸収性物品の一例は、特許文献１に開示さ
れている。
【０００４】
　漏れを防ぎ、しかも吸収性物品の吸収力を十分に利用するために、液体補足層が十分な
液体分散力を有することが重要である。物品における流体流れ制御を高めるため、衛生吸
収性物品の液体補足特性の改善に対する要望が、依然としてある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】英国特許出願公開第２３３１９３７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、改善された流体流れ制御特性を有する吸収性物品を提供することであ
る。これは、請求項１に定義される吸収性物品により達成される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　したがって、本発明は吸収性物品に関し、吸収性物品は、個人用衛生用品（personal h
ygiene article）であり、液体透過性のトップシートと、液体不透過性のバックシートと
、トップシートとバックシートとの間に封入された吸収性のコアと、トップシートとバッ
クシートとの間に配置された流体流れ制御部材と、を備え、流体流れ制御部材は、繊維の
三次元網状組織（three dimensional network）を備える不織布材でできており、繊維は
、２００～７００μｍの厚さを有し、不織布材は、５ｋＰａにおいて最大５０％のひずみ
を有する。流体流れ制御部材の材料の特徴は、比較的低いひずみにつながり、これにより
、流体流れ制御部材内に自由体積（free volume）が常に存在することが保証され、その
結果、使用中、特に座っている場合、圧力が物品に及ぼされる場合にも、体液が効率的に
分散される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
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【図１】本発明に係る吸収性物品が着用される際にユーザに面する側から見た、本発明に
係る吸収性物品の一例を示す図である。
【図２】ＩＩ－ＩＩ線に沿った、図１の吸収性物品の断面図である。
【図３】ひずみテストの結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　個人用衛生用品である本発明の吸収性物品は、失禁保護材、生理用ナプキン、パンティ
ライナー、テープ留め具式おむつ、パンツ式おむつ、またはベルト付きおむつなどの吸収
性の個人用衛生用品のタイプであってよい。
【００１０】
　吸収性物品は、液体浸透性のトップシートと、液体不浸透性のバックシートと、トップ
シートとバックシートとの間に封入された吸収性のコアと、トップシートとバックシート
との間に配置された流体流れ制御部材と、を備える。流体流れ制御部材は、繊維の三次元
網状組織を備える不織布材でできており、繊維は、２００～７００μｍの厚さを有する。
流体流れ制御部材の不織布材は、５ｋＰａにおいて最大５０％のひずみを有する。不織布
材のひずみは、材料が圧縮に対してどのくらい抵抗するかの測定値であり、そこに働く特
定の圧力における材料の相対的な圧縮を表しており、材料のひずみが低いほど、圧縮に対
する抵抗力は高くなる。本発明の流体流れ制御部材の材料は、吸収性物品における流体流
れ制御のためにこれまで使用されてきた材料よりも圧縮抵抗性が高い。この低いひずみに
より、流体流れ制御部材の流体流れ特性が、吸収性物品の使用中に維持されることが保証
される。圧縮抵抗性は、以下に記載されるようにひずみを判定するための「Ｍｅｃａｎｏ
法」により得られ、これは、インストロン「Ｂｌｕｅｈｉｌｌ」ソフトウェアを使用する
。
【００１１】
　衛生吸収性物品が着用者により使用される際、衛生吸収性物品は圧力に曝され、この圧
力は物品を圧縮する傾向にある。このような圧力は典型的には、吸収パッドの中央におい
て、立っているとき、または歩行中は約２～５ｋＰａであり、座っているときは約１０～
２０ｋＰａであり、座って前方に寄りかかるときには３０ｋＰａであり、自転車に乗って
いるときは５０ｋＰａまでである。吸収性物品における優れた液体分散特性を維持するた
め、流体流れ制御部材が、このような圧力に耐えることができることが重要である。
【００１２】
　本発明の流体流れ制御部材の材料のパラメータは、吸収性物品が、物品を着用するユー
ザが及ぼす圧力に、曝された場合でも、圧縮に対する高い抵抗性の結果として、自由体積
（free volume）が存在する多孔性の材料を確実なものにする。この自由体積により、流
体流れ制御部材は、比較的多量の液量を収容することができる。したがって、排出される
体液を流体流れ制御部材内に効率的に受けることができ、その内部で吸収性コアの異なる
部分へと流すことができ、吸収性コアの異なる部分で体液は吸収されるため、漏れのリス
クが、最小化される。
【００１３】
　これに加えて、多孔性の流体流れ制御部材材料の開放構造が、空気の循環を促進させ、
これにより、吸収性物品内の温度を下げることになり、これは着用者の皮膚にためにもよ
い。
【００１４】
　流体流れ制御部材の不織布材は好ましくは、１５ｋＰａにおいて最大６５％、好ましく
は１５ｋＰａにおいて最大４５％のひずみを有することにより、流体流れ制御特性をさら
に高める。
【００１５】
　流体流れ制御部材の不織布材の繊維は好ましくは、２５０～６５０μｍ、好ましくは３
００～６００μｍの厚さを有することにより、十分な圧縮抵抗性を得る。繊維の断面は好
ましくは、実質的に中実であり、繊維の長さに沿って均一であってよく、円形または非円
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形、例えば正方形または矩形などの任意の形状であってよい。繊維の直径は、顕微鏡での
測定手段を利用して測定することができる。直径は、繊維の最大寸法および断面において
測定すべきである。
【００１６】
　繊維の網状組織は、非線形の繊維により画定されるマクロ細孔の開放した網状構造を形
成する。細孔は、材料全体にわたってサイズおよび配向がランダムである。不織布材は好
ましくは、１５ｋＰａを下回る圧縮圧力において少なくとも０．８５の多孔性を有する。
さらに流体流れ制御部材の不織布材は好ましくは、２００～９００ｇ／ｍ２、好ましくは
２００～７００ｇ／ｍ２の基本重量を有する。好適には、流体流れ制御部材は、少なくと
も２０ｍｌの全自由体積（total free volume）を有することにより、漏れを確実に阻止
する。流体流れ制御部材は有利には、０．２ｋＰａにおいて４～２０ｍｍ、好ましくは５
～１０ｍｍ、好ましくは１５ｋＰａにおいて２～７ｍｍの厚さを有することにより、最適
に機能し、快適に着用される。この部材は、４０ｍｍ未満、例えば３０～４０ｍｍ未満の
幅を有する場合がある。部材の長さは、１５０ｍｍ未満、例えば１２０～１５０ｍｍなど
であってよい。
【００１７】
　このインサートは、例えば約３０×１２０×８ｍｍのサイズを有することにより、股の
領域に適切にフィットすることができる。流体流れ制御部材の密度は、０．０１から０．
１０ｇ／ｃｍ３であり、好ましくは０．２ｋＰａにおいて０．０３から０．１０ｇ／ｃｍ
３であってよい。
【００１８】
　流体流れ制御部材は、単一の不織布材の層で構成されてよく、好ましくは吸収繊維およ
び超吸収材は実質的に存在しない。不織布材は好ましくは、実質的に連続する繊維で作製
される。本明細書の実質的に連続する繊維とは、不織布材の作製中に形成される意図的で
はない偶発的な繊維の切断も含めることを意味する。繊維は好ましくは、主に連続するこ
とにより、繊維が物品の表面を貫通して着用者を傷つけるリスクを抑え、変換（converti
ng）プロセスにおける粒子汚染を低下させる。流体流れ制御部材における繊維の網状組織
は、溶融押出などの技術により生成され得るいわゆる「コイル状」繊維であってよく、そ
れに続いて繊維を冷却することによりコイル状の繊維同士を接着する。コイルは、ランダ
ムに配向されてよいが、製造工程の結果として主要な方向に配向される、すなわち、溶融
押出工程およびその後の冷却ステップの流れ方向（machine direction）に配向される場
合もある。
【００１９】
　流体流れ制御部材の不織布材は好ましくは、熱可塑性ポリマー繊維を備え、好ましくは
、これに限定するものではないが、ポリエステル、ポリアミドならびにポリエチレンおよ
びポリプロピレンなどのポリオレフィンから選択され、これらのいずれかの混合体の場合
もある。不織布材はまた、迅速に排出させ、いずれの液体も保持することのないように、
液体の浸透を促進するための界面活性剤を含む場合もあり、これにより液体の次の噴出の
ための自由体積容量（free volume capacity）を維持する。
【００２０】
　流体流れ制御部材は有利には、好ましくは不織布材またはフィルム材の支持キャリア層
を含むことにより、変換作用を促進させ、形成する際に真空状態で保持することができる
。さらに流体流れ制御部材の不織布材は、管状の構造を有するように折り畳むことができ
るため、鋭利な縁部を回避するとともに、追加の自由体積を中に形成することができる。
流体流れ制御部材は、折り畳みを容易にするため、１つまたは複数の圧縮線（compressed
 line）を備えてもよい。
【００２１】
　流体流れ制御部材は、繊維が交差するポイントで、製造工程時に実現されるように、繊
維が好ましくは接着される、すなわち好ましくは溶融接着される不織布材で作製されてよ
い。接着された不織布は、圧縮に対してより抵抗性があるという利点を有し、材料を通る
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優れた液体流れを確実にする。あるいは、流体流れ制御部材は、接着され、延伸され、そ
の後、緩められた不織布材で作製される場合もある。このような材料は、接着されるだけ
でなく、繊維が交差するランダムに破断された接着ポイント（bonding point）を有する
。この材料は、ランダムに接着ポイントが破断するまで、接着された不織布材を引き延ば
すことにより実現される。材料の機械的健全性は、それでもなお十分であり、材料は十分
に機能し、より少ない材料を用いることができるという利点を有する。このような材料は
、上記に記載した繊維の主要な方向に平行な方向に引き延ばすことにより、材料の伸張を
得るとともに、接着ポイントのより制御された破断を実現することができる。材料の伸張
は、少なくとも２５％であってよい。
【００２２】
　延伸された材料は、１ｃｍ３当たり少なくとも１、２、または３つの破断された接着ポ
イントを有することができる。破断された接着ポイントの分布は、材料を通して均一に分
散されてよい。延伸された材料は、典型的には、事前の細糸と細糸の接着ポイントが破断
されているという、顕微鏡による証拠を示すことができる。したがって、ｃｍ３当たりの
破断された接着箇所の数は、顕微鏡により数えることができる。
【００２３】
　吸収性物品のトップシートおよびバックシートは、吸収性コアの全周に沿って吸収性コ
アの横方向外側に一緒に延在してよく、吸収性コア外縁周囲の縁部接合部において互いに
接続されてよい。バックシートは好ましくは、トップシートの一部を覆うことにより、縁
部の仕切りを形成することができる。縁部の接合部は、当該分野で知られる任意の好適な
やり方で、例えば接着剤、超音波接着、熱接着、ステッチ溶接などを利用して形成されて
よい。取り囲む形のカバー（wrapped-around cover）などの代替のカバー構成もまた、本
発明の要旨の範囲内で考えられる。
【００２４】
　トップシートは、この目的に適した、すなわち柔軟かつ液体透過性の任意の材料で構成
されてよい。一般的に見られるトップシート材の例は、不織布材、穿孔されたプラスチッ
クフィルム、プラスチックまたは布のメッシュおよび流体浸透性の発泡体の層である。流
体浸透性で着用者に面する面の異なる部分が異なる材料で構成されたトップシートのよう
に、２つ以上のトップシート材からなるラミネートもまた一般的に用いられる。
【００２５】
　バックシートは流体不浸透性である。しかしながら、特に、比較的少量の尿が吸収され
ることが予測される場合には単に流体忌避剤であるバックシート材が利用される場合もあ
る。バックシートは一般に、薄く、柔軟な流体不浸透性のプラスチックフィルムにより構
成されるが、流体不浸透性の不織布材、流体不浸透性の発泡体および流体不浸透性のラミ
ネートもまた、本発明の要旨の範囲内で考えられる。バックシートは好ましくは、通気性
があってよく、これは、空気や蒸気がバックシートを通過することができることを示唆し
ている。さらにバックシートは、不織布などの布材の外側の衣服に面する表面を有する場
合もある。
【００２６】
　吸収性コアは、従来技術で知られるような任意の好適な吸収剤または流体吸い上げ材で
作製されてよく、例えば１つまたは複数のセルロースフラッフパルプ層、発泡体、繊維の
詰め物などである。吸収性コアは、一般には超吸収材として知られる高い吸収性のポリマ
ー材の繊維または粒子を包含する場合もあり、これらは、ヒドロゲルを形成する際、多量
の流体を吸収して保持する能力を有する材料である。超吸収材が、セルロースフラッフパ
ルプと混合される場合がある、および／または吸収性コア内のポケットまたは層内に配置
される場合もある。繊維は、パルプ繊維であってよく、超吸収材は、ポリアクリレートベ
ースの粒子であってよい。吸収性構造体は、４０～８０％の超吸収材と、６０～２０％の
パルプ繊維と、を含むことができる。
【００２７】
　吸収性コアはさらに、吸収性コアの特性を高めるためのコンポーネントを組み入れる場
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合もある。このようなコンポーネントの一部の例は、従来技術で知られるようにバインダ
ー繊維、流体分散材、湿気指示材、流体捕捉材などである。
【００２８】
　吸収性物品は典型的には、パッドまたは生理用ナプキンの場合、全ての方向に完全に広
げられたとき、細長い概ね矩形の形状を有する。この文脈において、概ね矩形の形状は、
例えば吸収性物品の角が丸められている場合、あるいは吸収性物品の縁部が完全に直線で
はない場合も含めることが意図されている。したがって、任意の好適な形状が吸収性物品
に用いられてよく、例えば砂時計形状、台形、三角形および楕円形などである。本発明の
物品の形状は、物品を貫通する横方向の中心線に対して対称的であってよい、あるいは異
なる形状および／または異なるサイズを有する端部部分により非対称的である場合もある
。
【００２９】
　吸収性物品は、２つの長手方向の側縁部を有することができ、これらは、均等な長さを
有し、吸収性物品を貫通する長手方向の中心線と概ね同一方向に延在する。前方および後
方端縁部は典型的には、吸収性物品の端部において長手方向の中心線を横切るように延在
している。後縁部は、吸収性物品の使用中、後ろの方に配向されるように意図されており
、前縁部は、着用者の腹部に向かって前方に向くように意図されている。
【００３０】
　吸収性物品は、前方端部部分、後方端部部分およびこれらの端部部分の中間に位置する
股の部分を有することができ、股の部分は、物品を使用する際、着用者の股に接するよう
に配置され、吸収性物品に到達する体液のための主要な補足領域を構成するように意図さ
れている。
【００３１】
　吸収性物品はさらに、（下着の）パンツなどのサポートパンツ衣類（supporting pant 
garment）の内側に吸収性物品を留めるための固定手段を含む場合がある。固定手段は、
バックシートの衣服に面する表面に配置された感圧接着剤の、２つの長手方向に延在する
バンドの形態であってよい。固定手段は、例えばシリコンで覆われた紙、不織布または当
該分野で知られる任意の他の解放可能な材料などの解放可能な保護層により覆うことがで
きる。吸収性物品をサポートパンツ衣類の中に配置する前に、固定手段から保護層を除去
することにより接着剤を露出させて、パンツ衣類に固定するために、接着剤を利用可能に
する。
【００３２】
　弾性要素は、吸収性コア横方向外側の側縁部に沿って配置される場合がある。弾性要素
は、バンドまたは弾性材料であってよい。弾性要素は、本発明の吸収性物品の任意選択の
コンポーネントであり、省略される場合もある。
【００３３】
　固定手段は、本発明に対して任意選択であり、所望であれば省略される場合もある。接
着剤の固定手段を用いる場合、バックシートの完全なコーティング、１つまたは複数の長
手方向の接着剤のバンド、横方向のバンド、ドット、円、カーブ、星型などの任意の好適
な接着剤パターンが利用されてよい。さらに固定手段は、フック式の留め具、クリップ、
スナップなどの機械的な留め具であってよい、あるいは、摩擦によるコーティングなどの
摩擦式の留め具または開放セル発泡体の場合もある。異なるタイプの留め具の組み合わせ
も考えられる。
【００３４】
　流体流れ制御部材は、吸収性コアより上または下に、好ましくは吸収性コアより上に配
置されてよい。吸収性物品の吸収性コアは好ましくは、第１の吸収性の層と、第２の吸収
性の層と、を備える。流体流れ制御部材は、第１の吸収性の層と第２の吸収性の層との間
で吸収性物品内に配置されてよい。第１の吸収性の層は、トップシートの真下に直接接触
するように配置されてよい、あるいは代替として、組織層、捕捉層または別の吸収性の層
などの１つまたは複数の介在コンポーネントを介してトップシートを間接的に接触するよ
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うに配置される場合もある。同様に、第２の吸収性の層は、流体流れ制御部材の真下に直
接、流体流れ制御部材およびバックシートに直接接触するように配置されてよい、あるい
は介在コンポーネントにより、これらのコンポーネントの一方または両方と間接的に接触
する場合もある。流体流れ制御部材を第１の吸収性の層と第２の吸収性の層との間に配置
することにより、それは、吸収性物品内にチャネルを形成して、流体を、物品の前方およ
び後方に導く。流体流れ制御部材と吸収性コアとの間の接触領域が増大することにより、
物品内での液体の分散および迅速な吸収を促進する。プロセスの優位性を得るために、お
よびユーザの不快感を防ぐために、流体流れ制御部材は、平滑にされる、または平らにさ
れてもよい。
【００３５】
　吸収性の層は、均質な構造体であってよい、あるいはそれ自体、同一または異なる材料
の吸収性ラミネートなどの層状の構造体である場合もある。吸収性の層は、均一な厚さを
有することができる、あるいは層の異なる部分において厚さが異なる場合もある。同様に
、基本重量および構成も吸収性の層内で異なる場合がある。一例として、吸収性の層は、
吸収材および／または非吸収性繊維と超吸収材との混合体を備える場合もあり、この場合
、超吸収材と繊維との比率は、層内で異なる可能性がある。
【００３６】
　第１および第２の吸収性の層は、例えば幅広の端部部分と、股の部分の狭くなった部分
とを備えた砂時計形状、または矩形などの任意の好適な形状を有することができる。第２
の吸収性の層は、第１の吸収性の層の真下に配置されてよく、第１の吸収性の層より幾分
小さい場合がある。第１の吸収性の層は、第２の吸収性の層より吸収性物品内でさらに前
方および後方に延在してよい。さらに第２の吸収性の層は、本発明に係る吸収性物品にお
いて省略される場合がある、あるいはこの物品は、１つまたは複数の別の吸収性の層を備
える場合もある。
【００３７】
　第１の吸収性の層は有利には、吸収性物品の股の部分においてこの層を完全に貫通する
ように延在する開口を有し、これにより物品の中に空洞を形成する。この開口は好ましく
は、細長い形状を有し、吸収性の層の形状を概ね模倣している。
【００３８】
　トップシートは、好ましくは、第１の吸収性の層内の開口とトップシートに面する流体
流れ制御構造体の面とにより画定される空洞の下方に延在する。これにより空洞は、トッ
プシート材と一直線になり、吸収性物品の表面に面する外側本体からアクセスすることが
可能になる。空洞は有利には、吸収性物品の濡れ領域（wetting area）内に位置しており
、その後、使用する際、女性の着用者の尿道および膣口の真下に直接配置される。したが
って、吸収性物品に対して放出されるいかなる体液も、この空洞内へと流れ、吸収性コア
内にその全体にわたるようにさらに分散される。
【００３９】
　空洞内に集められる流体の一部は、空洞の壁を通って第１の吸収性の層により吸収する
ことができる。しかしながら、流体の大部分は、吸収性物品内を下方に、空洞の底部を通
って、流体流れ制御部材内に流れ続け、流体流れ制御部材で流体は流れ制御部材に沿って
長手方向および横方向に分散される。
【００４０】
　流体流れ制御部材は、矩形であってよく、吸収性コアの一部により長手方向および横方
向に囲繞されてよい。流体流れ制御構造体に関する他の形状および構成も利用される可能
性がある。しかしながら、流体流れ制御部材が、吸収性コアより小さい幅を有し、これよ
り短い場合、これにより吸収性コアの大きな領域への分散を促進させるため、一般に有利
である。１つまたは複数の圧縮ラインがヒンジとして作用し、流体流れ制御部材内に有利
に配置される場合があり、この制御部材は、吸収性物品を折り畳む作業を容易にするため
、比較的硬い。
【００４１】
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　本発明を、図１および図２を参照する例を利用して以下に記載する。本発明のこの例に
おいて、吸収性物品は、尿失禁保護材１である。図１において、着用される際、着用者の
身体の方に面するように意図された吸収性物品の側から吸収性物品を見ており、図２では
、図１のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図において見ている。吸収性物品１は、吸収性物品１
の着用者に面するように意図され、吸収性物品１の頂部面に配置された流体浸透性のトッ
プシート２と、着用者の下着に面するように意図された失禁保護材１の下方の裏側に配置
された流体不浸透性のバックシート４と、トップシート２とバックシート４との間に封入
された吸収性コア６と、を備える。
【００４２】
　失禁保護材１のトップシート２およびバックシート４は、吸収性コア６の全周に沿って
吸収性コア６の外側横方向に併せて延在し、吸収性コア６の縁部周囲の縁部接合部７にお
いて互いに接続される。吸収性物品の２つの長手方向の側縁部８、９は、均一な長さを有
し、吸収性物品１を貫通する長手方向の中心線１０と概ね同一方向に延在する。前方およ
び後方端縁部１１、１２は、失禁保護材の端部において長手方向の中心線１０を横切るよ
うに延在する。失禁保護材１は、前方端部部分１３と、後方端部部分１４と、端部部分１
３、１４の中間に位置する股の部分１５と、を有し、股の部分１５は、使用する際、着用
者の股に接するように配置され、吸収性物品１に到達する体液のための主要な捕捉領域を
構成するように意図されている。
【００４３】
　失禁保護材１はさらに、パンツなどのサポートパンツ衣類の内側に失禁保護材１を固定
するための固定手段１６を含む場合がある。固定手段１６は、バックシート４の衣服に面
する表面に配置された感圧接着剤の、２つの長手方向に延在するバンドの形態である。図
２において、固定手段１６は、解放可能な保護層１７により覆われるように見ることがで
きる。弾性材料のバンドの形態の弾性要素１８、１９もまた、トップシート２およびバッ
クシート４の一部により形成されたサイドフラップ２０、２１内で側縁部８、９に沿って
配置されてよく、吸収性コア６の外側横方向に延在することにより、失禁保護材の解剖学
的なフィット感を高める。
【００４４】
　吸収性コア６は、第１の吸収性の層２２と、第２の吸収性の層２３と、を備える。流体
流れ制御部材２４が、第１の吸収性の層２２と第２の吸収性の層２３との間に配置される
。この例において、第１の吸収性の層２２は、トップシート２の真下に直接接触するよう
に配置される。
【００４５】
　第１の吸収性の層２２は、失禁保護材１の股の部分１５において吸収性の層２２を完全
に貫通するように延在する開口２５を有する。開口２５は、楕円形を有し、吸収性の層２
２、２３の形状を模倣している。トップシート２は、第１の吸収性の層２２内の開口２５
と流体流れ制御部材２４のトップシートに面する表面とにより画定される空洞２６の下方
に延在する。空洞２６は、失禁保護材１の濡れる領域の中に位置しており、使用する際、
女性の着用者の尿道および膣口の真下に直接配置される。失禁保護材１に対して放出され
るいかなる体液も、空洞２６内へと直接流れ込み、流体流れ制御部材２４を介してさらに
吸収性コア６内にその全体にわたるように分散される。
【００４６】
実験
　高ロフトのエアースルータイプのボンド不織布（high lofts of air through bonded n
onwoven）である、一般に用いられる液体捕捉分散材のひずみを、本発明の流体流れ制御
部材に用いられる材料のひずみと比較するため、いくつかの異なる材料が、圧縮テストさ
れた。テストは、以下に記載される方法により、行われた。
【００４７】
[多孔性]
　この試料に対する特定の圧縮負荷における多孔性は、以下の式および方法を用いて推定
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された。
【００４８】
【数１】

【００４９】
　この場合の繊維密度は、この繊維の密度であり、中空の繊維にある細孔または穴を含め
る。繊維密度＝（繊維の単位長さ当たりの重量（ｇ／ｃｍ））／（細孔を含む繊維の断面
積（ｃｍ２））。
【００５０】
　細孔を含めた円形繊維の断面積は、πｒ２（ｃｍ２）であり、ここで、ｒは、繊維の半
径である。繊維の単位長さ当たりの重量は、センチメートル当たりのグラムで表された繊
維のデニールの測定値として受け取られる。実際の圧力における厚さは、本明細書で開示
されるＭｅｃａｎｏ法を利用して測定される。
【００５１】
　材料が異なる繊維で構成される場合、平均繊維密度が用いられる：平均繊維密度＝１／
Σ（ｘｉ／ｐｉ）、この場合ｘｉは、実際の繊維密度の重量比であり、ｐｉは、実際の繊
維の密度であり、Σは、試料中の全ての成分ｉに関する総量を表す。
【００５２】
[ひずみ（Ｍｅｃａｎｏ法）]
手順：
　この方法の原理は、金属ロッドにより材料を５Ｎの力までゆっくりと圧縮し、その間に
材料の厚さを継続的に測定することである。その結果は、力および伸張に関するデータポ
イントで構成される。この力は、ロッドの接触領域に与えられる特定の圧力へと変換する
。金属ロッドは、円筒形であり、７ｃｍ超の直径を有する平坦なベースを備えた１０ｍｍ
の直径を有する。ロッドは、インストロンテスト装置の上部固定具内で１０Ｎロードセル
内に設置される。平坦なプレートが、底部固定具内に設置され、ロッドの下で中心に配置
され、それに対して試料がプレートの頂部に配置されてよく、プレートを移動させること
なく圧縮されてよい。ロッドの移動速度は、１分当たり５ｍｍである。このような設定は
、「Ｎｅｗ Ｍｅｃａｎｏ ５Ｎ」と呼ばれるインストロンＢｌｕｅｈｉｌｌプログラム内
に予めプログラムされているが、テストを実施する前に、全ての限界値をそれぞれの適切
な値に設定することを確実にするためにプログラムの設定をチェックすべきである。修正
版（modified version）による稼働は、設備、特にデリケートなロードセルのダメージに
つながる可能性がある。
【００５３】
テストの実施：
　最初の工程は、試料なしでの空の工程である。この工程は、ゼロの厚さの位置（zero t
hickness position）を見つけるために用いられ、この位置は、この場所で鋼のプレート
がロッドを止める場所である。空の工程は典型的には、ロッドが停止する前の最大の限界
設定よりも高い力を生成するが、これはロッドが金属にぶつかる際に生じる力が急速に増
大し、そのために装置が、十分に迅速に補償することができないためである。ロードセル
が損傷することなくこの衝撃に耐えることができることを確認するために、注意を払う必
要がある。この空の工程に対して特有の設定を用いることにより、ロッドの力および速度
に対する最大値を制限することができる。
【００５４】
　ロッドが停止する際、インストロン装置は、ユーザ入力を待つ。その後、伸張は、手動
でゼロになるように再設定される。これにより、ロッドがベースにタッチする正確な補正
ポイントで、伸張はゼロに設定されて、伸張は、底部プレートに対して測定される。ロッ
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ドは、その後、手動で上方に移動されることにより、試料を下方プレートに配置すること
ができる。
【００５５】
　試料をテストするため、ロッドが手動で移動されることにより、ロッドは試料の表面の
上にあり、プログラムが開始される。ロッドは、限界力（limiting force）に到達するま
で、毎分当たり５ｍｍの速度で下方に移動する。
【００５６】
試料：
　試料は、テストされる材料から打ち抜かれた、５０ｍｍの辺を有する正方形である。材
料が不均一な厚さである場合、試料は、材料の最も厚い部分から取られた。ロッドは、試
料の中心に押し込められ、各試料は、それぞれの工程の間移動されることなく３回テスト
された。各々のテスト後の材料のうちの１０個の試料が用いられ、空の工程を含めて全部
で３０の測定値が得られ、３１のテスト工程が、各々のテスト後の材料に対して行なわれ
た。
【００５７】
結果：
　結果は、力および伸張に関するデータポイント一式である。この力は、ロッドの底面積
（bottom area）で割った測定力を用いて、圧力へと再計算される。結果は、グラフ表示
されて報告されてよい、あるいは特定の圧力が選択されて、その厚さが指摘される場合も
あることにより、この結果は、所与の圧力に関する厚さである。ひずみは、圧力が基準圧
力レベルから最終的な圧力レベルへ上昇する場合の、材料の相対的な圧縮であり、すなわ
ちひずみ（％）＝（元の厚さ）－（最終的な厚さ）／（元の厚さ）である。元の厚さ、す
なわち０％のひずみは０．２ｋＰａの圧力で測定され、最終的な厚さは、１５ｋＰａの圧
力で測定される。
【００５８】
[繊維の厚さ]
　不織布材における繊維の（マイクロメートルでの）厚さは、光学顕微鏡にある直径測定
ツールを用いて、光学顕微鏡において手動で測定された。カットされたフィラメントの端
部（cut filament end）が測定された。本明細書で言及される繊維の厚さは、１０個の測
定値の平均である。
【００５９】
　テストされた材料は、表１で以下に示される通りである。
【００６０】
　テストの結果は、表１および図３のグラフに示されており、この場合、５つの最も上の
線は、テストされた、従来のロフト材料（loft material）（比較材料）を表しており、
これより下の５つの線は、本発明の材料を表している。これらの結果は、本明細書で使用
される材料の圧縮に顕著な違いがあることを示しており、これまで一般に使用されていた
材料と比較した元の試料の厚さのパーセントを表している。本発明を代表する試料は、従
来技術の材料よりも有意に高い圧縮抵抗性を有しており、それらが、不織布材が実質的に
全く圧縮せずに、通常の使用において着用者が通常及ぼす圧力に耐えることができること
を示している。本発明に係る接着された材料および実質的に接着されない材料は共に、高
い圧力に耐えることができることに留意されたい。この結果はまた、接着された不織布材
が、本発明の目的のために特に良好なひずみ特性を有していることを示している。
【００６１】
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【表１】

【００６２】
[流量測定値]
　本発明に係る流体流れ制御部材、および標準的な高ロフト（standard high loft）を用
いて、定常状態における流量は、以下の方法で測定された。
【００６３】
　試料材料は、３０×１５０ｍｍの寸法、および０．２ｋＰａで約４ｍｍの材料の厚さを
有していた。各試料材料は、水密フィルムに包まれた。一方の横方向側縁部（３０×４ｍ
ｍの寸法を有する）は密閉されたが、他方の横方向側縁部は開放したままであった。試料
の頂端部でフィルムから窓が切り取られた。切り取られた窓は、２０×５０ｍｍであった
。
【００６４】
　試料は４．５ｋｇの負荷を受け、これは、この試料のサイズの場合、１０ｋＰａに匹敵
する。測定中、８ｍｍの水柱が一定に維持されて、試料を通る液体の流れが、スケール（
scale）により測定された。窓の上に穴を有するプレキシガラスプレートを介して圧力が
試料に加えられて、液体の流れが、スケールにより記録された。浮きが処理槽の中に沈め
られるとともに、固定アームを介して、スケールに接続された。これにより、テストの間
、流れの継続的な記録が可能になる。液体は、窓開口を通して加えられるとともに、試料
を通過して試料材料の開放した横方向端部に向けて流された。
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【００６５】
【表２】

【００６６】
　１０ｋＰａの圧力下で、本発明に係る流体流れ制御部材を通過する流量は、標準的な高
ロフトに関する０．４ｍｌ／ｓと比較して、７．８ｍｌ／ｓであった。流量の差は、かな
りのものである。これは、圧力下で流量を測定する任意の方法により、明らかなはずであ
る。
【００６７】
　したがって、流体流れ制御部材を含む本発明の吸収性物品は、着用者が及ぼす圧力に曝
されたときでも、その優れた流体分散特性を維持する。したがって、当該分野で一般的に
用いられる標準的な高ロフトを有する物品と比較して、大幅に漏れを減らすことが、実現
される。
【符号の説明】
【００６８】
　　１　吸収性物品
　　２　トップシート
　　４　バックシート
　　６　吸収性コア
　　７　縁部接合部
　　８、９　側縁部
　　１０　長手方向の中心線
　　１１　前方端縁部
　　１２　後方端縁部
　　１３　前方端部部分
　　１４　後方端部部分
　　１５　股の部分
　　１６　固定手段
　　１７　保護層
　　１８、１９　弾性要素
　　２０、２１　サイドフラップ
　　２２　第１の吸収性の層
　　２３　第２の吸収性の層
　　２４　流体流れ制御部材
　　２５　開口
　　２６　空洞
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